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1 28－3 010303010606 高齢者
福祉 介護予防支援システム 2 臼田町が単独で実施している。

合併時、現行どおりとし、合併後3年以内に新市
基幹型在宅介護支援センターを中心に統一して
構築した在宅介護支援システムに移行し、介護予
防の一元管理を図ると共に、各地域型在宅介護
支援センターとのネットワーク化を図る。

１．システムの概要
　基幹型・地域在宅介護支援センター間をネットワークで
結び、高齢者の介護予防の一元管理をする。
２．リース先
　協同リース
　賃借期間平成１４年１０月１日～平成１９年９月３０日　５
年間
　リース料　　　１，１９７千円／年
３．保守委託先
　日本事務機（株）　　委託料　３３６千円／年

2 28－3 010303010607 高齢者
福祉

在宅ケアマネジメント支援システ
ム 3 浅科村が単独で実施している。 合併時、在宅介護支援システムに統合する。

3 28－3 010303010608 高齢者
福祉 在宅介護支援システム 4 佐久市が単独で実施している。

合併時、新市において、在宅福祉支援に供する
ため在宅介護支援システムを構築し、介護予防支
援システムを３年以内に統合して、個人情報管
理・高齢者福祉業務・福祉業務・支援費支給業務
等の一元管理を図り、住民基本台帳とリンクした
在宅福祉支援のネットワーク化を図る。

１．システムの概要
○点在する高齢者及び障害者等の要援護者情報の一
元管理
○在宅の要援護者を支援するにあたり、高齢者対策課
並びに福祉課をはじめ、様々なサービス提供機関が関
連するが、これらの部署及び個人で把握している要援護
者情報をＰＣで一元管理し、事務の省力化を図るととも
に、要援護者に対してよりきめ細かい情報管理を図る。
２．システム導入
　平成１５年度高齢者等要援護者総合支援システム導入
済み
３．経費について　　導入後の経費不要

4 28－3 010304010204 保健 口腔歯科保健センター事業 5 佐久市が単独で実施している 合併時、新市において実施する

乳幼児期から高齢期に至る総合的な口腔歯科保健の指
導機関として設置し、事業の推進を図る
《業務内容》
口腔歯科保健総合指導機関
口腔歯科保健推進協議会の開催
口腔衛生に関する実態把握
各課の歯科保健事業を統括し、指針作成
関係課連絡会の開催
専門職員研修会の開催
歯科医師会との連絡調整窓口

5 28－3 010304021101 保健 ファミリーサポートプログラム事業 6 臼田町が単独で実施している。 合併後2年以内に、新市において構築する健康
管理データバンクを応用して事業の継続を図る。

①　個人個人のみでなく、家族ぐるみで生活習慣を見直
し、生活習慣病の予防することが大切である。
②　基本健康診査等の検査結果や健康状況のデーター
を統合した新たなファミリーサポートプログラムを作成し、
家族ぐるみでの生活習慣病予防を図る。
③　希望者を募り、打ち出しをしていく。

※　各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。
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